
2026.4.1 

子どもの森南町田保育園 保育所安全計画 

      

◎安全点検  

（１）施設・設備・園外環境（散歩コースや緊急避難先等）の安全点検

 

月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  

重点点検箇所 

 

・避難経路 

・緊急連絡先 

・園庭（遊具・砂場含） 

・消耗品（保育教材等） 

・散歩コース 

・散歩コース 

・園庭（遊具・砂場含） 

 

 

 

 

・非常階段 

・屋上 

・エアコン室外機 

・園庭（遊具含） 

・水遊び遊具の安全点検 

 

 

・非常階段 

・屋上 

・エアコン室外機 

・園庭（遊具含） 

・水遊び遊具の安全点検 

・非常階段 

・屋上 

・エアコン室外機 

・園庭（遊具含） 

・水遊び遊具の安全点検 

 

・散歩コース 

・外壁 

・園内設備 

・避難経路 

・災害時の備蓄・防災品 

月  10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  

重点点検箇所 

 

・避難経路 

・緊急連絡先 

・園庭（遊具・砂場含） 

・消耗品（保育教材等） 

・緊急通報装置 

・散歩コース 

・園庭（遊具・砂場含） 

 

 

 

 

 

・避難経路 

・エアコン室外機 

・園庭（遊具含） 

 

 

 

 

・避難経路 

・エアコン室外機 

・園庭（遊具含） 

・散歩コース 

・避難経路 

・エアコン室外機 

・園庭（遊具含） 

 

 

・散歩コース 

・外壁 

・園内設備 

・避難経路 

・災害時の備蓄・防災品 

  

（２）マニュアルの策定・共有  

分野  見直し（再点検）予定時期  掲示・管理場所  

● 重大事故防止マニュアル    

 ○午睡（午睡チェック表・年齢別マニュアル） 随時 各クラス 

 ○食事（誤飲・誤食・食具の扱い） 随時 事務所 



 

 

 ○プール・水遊び 随時 事務所 

 ○園外活動（散歩含む） 随時 事務所 

 ○負傷・急病（痙攣、窒息等含む） 随時 事務所 

 ○119番対応 随時 事務所 

 ○不審者対応 随時 事務所 

● 危機管理（災害対応）マニュアル 随時 事務所 

 

 ◎児童・保護者に対する安全の配慮・安全指導 

（１）児童への安全の配慮・指導（保育所の生活における安全、災害や事故発生時の対応、交通安全等）  

 4~6 月  7~9 月  10~12 月  1~３月  

１歳以上３歳

未満児 

〇SIDS 発生予防のため、年齢に

応じた間隔で睡眠状況を観察す

る。 

〇ひとり一人の発達状況を把握

しながら安全な環境を整える。 

〇新しい生活の疲れが出てくる

ため、ひとり一人の健康状態に

配慮する。 

〇遊具の使い方 

 

〇ひとり一人の発達に応じた玩具

や遊具を用意する。 

〇環境を整え、ケガや事故（転

倒、噛みつき等）を予防する。 

〇水分や休憩を十分にとり、静と

動の活動バランスに配慮する。 

〇安全に水遊びが楽しめるように

ひとり一人の健康状態を確認す

る。 

〇熱中症対策 

〇安全な環境を整え、発達に応じ

た遊びや活動ができるようにす

る。 

〇保育者と一緒に衣服の調節を

し、薄着で健康に過せるようにす

る。 

〇保育施設外（散歩・園外活動）

時は年齢や発達に応じた計画をた

て、移動や目的地での活動は十分

に配慮する。 

〇交通安全指導（道路の歩き方） 

〇手洗い・うがいなどの大切さ

を知らせる。 

〇雪の日の安全なあそび方や身

支度の仕方を知らせる。 

〇落雪や凍結による事故防止 



 

 

３歳以上児  

 〇保育施設で安全に過ごすため

の生活や遊びのルールを知る。 

・登降園仕方 

・遊具や用具の使い方 

・散歩時の安全な歩き方 

・園バス乗車・降車の注意 

〇地震・火災時の避難訓練 

 

 〇雨の日の安全な生活の仕方を知

る。 

〇暑い日の過ごし方を知る。 

・熱中症対策 

・水遊びの決まりや約束を守る 

〇不審者への対応の仕方を知る 

○安全な水筒の持ち方について 

 〇施設外（散歩・園外活動等）で

の安全な活動の仕方を知る。 

・交通ルール（道路の歩き方、信

号の見方。 

・目的地での遊び方 

・集団行動で行動するときの約束 

・衣服調整の大切さ 

・ケガや危険時の対応の仕方 

 〇風邪予防に関心を持つ 

・手洗いやうがいの大切さ 

・生活リズムの大切さ 

〇落雪や凍結による事故防止 

 

  

 

（２）保護者への説明・共有  

4~6 月  7~9 月  10~12 月  1~３月  

 〇保護者への施設での安全対策の共

有と家庭内における安全教育実施の依

頼。（園だより、保健だよりを通して） 

〇施設周辺の安全に関する情報の共有  

 〇保護者へプール・水遊びの衛生

管理及び配慮事項を周知する。 

〇保護者へ生活リズムの調整や体

調への配慮を依頼する。 

 〇災害時の保護者への引き渡し訓練 

〇保護者へ感染症対策や対応につい

て伝え、施設で感染症が出た際には

周知する。 

 〇保護者へ生活リズムの調整・体調へ

の配慮を依頼する。 

 

 

 ◎訓練・研修  

（１）訓練のテーマ・取組  

月  ４月  ５月  ６月  ７月  ８月  ９月  

避難訓練等 

※１   地震・消火訓練  火災・消火訓練  風水害・消火訓練  不審者・消火訓練 

  

地震・消火訓練 

 

火災・消火訓練 



 

 

その他 

※２   

・プール・水遊び

の危険性 

・玩具・園庭消毒

について 

・嘔吐処理 

・熱中症 

・プール水遊びの

危険性 

・心肺蘇生 

（誤飲・誤嚥） 

・気道内異物除去 

・薬品（次亜塩素

酸ナトリウム）の

危険性・取扱いに

ついて 

不審者対応 

月  10 月  11 月  12 月  １月  ２月  ３月  

避難訓練等  

※１  
 風水害・消火訓練   不審者訓練 地震・消火訓練 火災・消火訓練 風水害・消火訓練 不審者・消火訓練 

その他 

※２  
 

感染症ガイドライ

ン 
 疾患理解 エピペン®使用 救急対応訓練 

 ※１ 「避難訓練等」・・・設備運営基準第６条第２項の規定に基づき毎月１回以上実施する避難及び消火に対する訓練  

 ※２ 「その他」・・・「避難訓練等」以外の 119 番通報、救急対応（心肺蘇生法、気道内異物除去、AED・エピペン®の使用等）、不審者対応 

 

（２）訓練の参加予定者（全員参加を除く。）  

訓練内容  参加予定者  

 不審者（外部侵入者）対応  園長、主任保育士、各担任 

 119 番通報対応  園長、主任保育士、各担任 避難訓練担当職員持ち回り 

  

    

（３）職員への研修・講習（園内実施・外部実施を明記）  

4~6 月  7~9 月  10~12 月  1~３月  

〇各マニュアルの確認 

〇アレルギー児の対応について 

〇散歩マニュアルの確認 

〇子どもの日常生活での事故予防 

〇プール、水遊びの安全衛生管理

について 

〇感染予防 

○嘔吐処理方法について 

○食物アレルギー対応 

○エピペンの使用方法について 

〇ヒヤリハット共有・分析年間集計                    

〇 情報管理について 

○喘息について 

○心肺蘇生方法・AED使用方法 



 

 

〇救命救急について 

〇熱中症予防 暑さ指数について  

〇人権研修  

 

〇安全な水筒の持ち方について 

〇夏の感染症について 

〇風水害時の対応について 

 

○誤飲・誤食時の対応について 

  

（４）行政等が実施する訓練・講習スケジュール  ※所属する自治体・関係団体等が実施する各種訓練・講習スケジュールについて参加目途にかかわらずメモする  

 ・キャリアアップ研修等の受講 

 ・保健衛生安全対策研修 

 ・食育、アレルギー対応研修 

 ・子どもの事故を防ぐための研修 

  

  

  

◎再発防止策の徹底（ヒヤリ・ハット事例の収集・分析及び対策とその共有の方法等）  

 ・事故、ヒヤリハット事例の共有・園内研修 

 ・人数の点呼確認の実地訓練 

  

  

  

◎その他の安全確保に向けた取組（地域住民や地域の関係者と連携した取組、登降園管理システムを活用した安全管理等）  

 ・地域の関係施設への訪問（交番、消防署、学校、地域センターなど） 

 ・保護者への引き渡し訓練 

・保護者への緊急時連絡訓練（NTT災害伝言ダイヤル及び登降園システムを活用した相互連携） 

  

 


